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№ 添       付       書       類 ５ 条 

１ 

申 請 農 地 の 全 部 事 項 証 明 書 

（仮登記・抵当権等の設定がなされている場合は抹消又は権利者からの承諾書） 

○ 

２ 申請農地の位置図（縮尺１／２５，０００程度） ○ 

３ 

申 請 農 地 付 近 状 況 図 

（縮尺１／２，０００程度で周辺５００ｍの範囲） 

○ 

４ 

申 請 農 地 の 公 図 の 写 し 

（隣接地の地番・地目・面積・所有者・耕作者を記入し，事業区域がわかるよう色枠で表示） 

○ 

５ 申請農地が土地改良区内の場合は意見書 ○ 

６ 

申請地に設置しようとする建物又は施設の概要 

（配置図・平面図・立体図・給排水図） 

※周辺農地への土砂，雨水等の流出等を防ぐ対策を必ず配置図等に記載すること 

○ 

７ 

事業計画書 

（別紙記入例を参照，項目省略不可） 

○ 

８ 

資金証明（預貯金残高証明書又は融資(見込み)証明書） 

※預貯金口座の写し等に申請者本人の原本証明でも可 

○ 

９ 見    積    書（事業施工に伴うもの） ○ 

10 農家住宅又は農業用施設の申請にあっては農業を営む者の証明書 ○ 

11 

農用地区域からの除外を伴う場合は、農用地区域変更申出に対する農業振興 

地域整備計画の変更見込みに係る市町村長の通知書（除外見込み通知書） 

○ 

12 売買・賃貸借等の契約がある場合は、契約書の写し ○ 

13 贈与証明書・戸籍謄本(贈与が伴う場合のみ) ○ 

14 都市計画法による開発許可又は建築許可の適用があるものは許可申請書の写し ○ 

15 

国道・県道・市道・公有水路・土地改良水路等に隣接する農地を転用する場合でその道路、水路を使用する場合道路法

第２４条及び第３２条の占用許可書、水路にあっては管理者の許可又は同意を得た旨の書面又は写し 

○ 

16 

申請人が法人又は団体の場合は、定款又は寄附行為の写し及び法人の登記全部事項証

明書 

○ 

17 

事業運営に必要となる免許、資格等を必要とする場合は、取得していることを証明する書面

又は免許等の写し 

○ 

18 現在勤務地が他の都道府県の場合は、その距離及び通勤経路図及び所要時間を明らかにした書面 ○ 

19 代理人による申請の場合は委任状及びその他必要と認められる書類 ○ 

20 

残土を搬入する場合（産業廃棄物でない旨の証明書・搬出車両のリスト・車両に搬入カード

掲示・搬出計画[いつから～いつまで何台等]） 

○ 

21 

「建売分譲住宅」 「農家住宅」 「農業用施設」 「資材置場」 「駐車場」 「駐車スペースを伴う事業」 「砂

利・土・岩石採取事業に係る一時転用」 「産業廃棄物処理施設」 「土砂等による農地埋立」 「再生可能エ

ネルギー発電設備」 「支柱を立てて営農を継続する太陽光発電設備等」 については用途別に上記以外の

別紙添付書類が必要となります。 

※ 

22 地積測量図 （1 筆の一部を転用する場合添付） ※ 

締 切 日 は 毎 月 １４ 日 で す 

・提出は転用面積が 2ha 以下は原本原本原本原本１１１１部部部部，2ha を超え 4ha 以下は原本１部，副本１部 

（証明書類は，申請前３か月以内の原本） 

 



農地法許可申請用途別添付書類 

１ 建売分譲住宅 ・事業経歴書 事業経歴を明記し，転用許可済地がある

場合はその履行状況も明記 

・宅地建物取引業免許証の写し  

２ 農家住宅・農業用 

施設 

・農業を営む者の証明書 農業委員会で発行 

・都市計画法施行規則第６０条証明 都市計画課に申請 

３ 資材置場 

  駐車場 

・既存施設利用状況の説明書（土地

利用状況図） 

既存施設の写真を必ず添付し，所在・面積

利用方法を具体的に記載 

・位置関係図 申請地・事業所・既存施設を記載 

・事業経歴書 事業経歴を明記 

・事業実績書 資材置場の場合 

・数量（品目，台数）算定根拠説明書  

・過去の許可済地の概要説明書 過去に許可済がある場合 

４ 貸資材置場 ・資材置場の添付書類の他に申請

者と貸付先の関係がわかる書類 

５条申請に係るものは原則許可しないが，

例外的に許可できるものに該当する場合

は，貸付先の事業者について，上記３資材

置場の添付書類に加えて，申請者と貸付

先の関係が明確にわかる書類を添付 

５ 貸駐車場 ・駐車場の添付書類の他需要説明

書 

周辺住民・企業からの要望がある場合に

は，要望書をもって説明書とするが，不特

定多数の者を対象とする場合には，事業者

側からの需要見込みを説明した書類等 

６ 駐車スペースを伴

う事業 

・台数算定根拠説明書 店舗・事務所等に併設して，２０台分以上

の駐車場を設ける場合に添付 

７ 砂利・砂・岩石採

取事業に係る一時

転用 

・登録業通知書，土地目録，見取

図，平面図及び縦横断図 

砂利採取法，土採取条例，採石法による

認可申請書に添付した書類でも可（平面図

及び縦横断図は，申請地が掘削区域内に

ある場合） 

８ 産業廃棄物処理

施設 

・産業廃棄物処理施設設置等事前

協議終了通知書の写し 

既存施設の写真を必ず添付し，所在・面

積・利用方法を具体的に記載 

・搬入経路図  

・平面図  

・縦横断図 最終処分場の場合 

・事業経歴書 事業経歴を明記し，転用許可済地がある

場合はその履行状況も明記 

・過去の許可済地の概要説明書 過去に許可済地がある場合 



９ 土砂等による農

地埋立て 

・事業経歴書及び事業計画書 事業経歴を明記，様式第１号を添付 

・埋立等計画平面図  

・現況及び計画縦横断図 掘削深及び覆土高がわかるもの 

・作付け計画書 （様式第２号）耕作者が記名押印すること。 

・土砂等の発生・埋立等のフローシー

ト 

(様式第３号) 

・契約書写し 目的，施行期間，農地復元が明記されてい

るもの 

・工事工程表  

・建設残土による埋立等を行う場合

は，残土証明書 

(様式第４号) 

・土壌検査書 公害対策基本法（昭和 42 年法律第 132

号）第９条の規定に基づく検査書 

・市町村長の意見書 農振農用地区域内の場合 

・農地以外の土地の所有者等の同

意書 

開発区域のうち農地以外の土地の所有者

及び該当土地に関し使用収益に係る権利

をもつ者の同意書又はその写し(他法令の

許可を要する場合で当該法令において同

意を得ている場合) 

・その他 申請受付後，申請目的実現の確実性の審

査のために必要な書類（耕作者の耕作実

態，農家経営実態等）の提出を求めること

がある 

１０ 再生可能エネル

ギー発電設備 

・経済産業省の再生可能エネルギー

発電設備の認定書 

再生可能エネルギーの固定価格買取制度

で売電する場合 

・電気会社からの接続検討状況が分

かる書類（接続検討の回答書等） 

回答書が出ていない場合は，今後の見通

しを確認する。 

１１ 支柱を立てて営

農を継続する太陽

光発電設備等 

・営農計画書 （様式第１－１４号） 

・知見を有する者の意見書 ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ等の文献も内容により有効 

・支柱立面図 効率的営農，撤去の適

否，高さ等の確認 

これら内容が網

羅されていれ

ば，１枚の図面

でも可 

・一時転用面積算定図 転用面積の詳細を確認 

・下部の農地の面積算定図  

・下部の農地の日照量根拠 遮光率を確認 

・農作物の平均収量根拠及び育成に

適した日照量の根拠 

 

・撤去費用の第三者機関との補償契

約書写し又は撤去費用の預託に係

る書類写し 

これらがなければ撤去費用を負担する旨の

合意等が分かる書類 
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※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ⏦ㄳ⪅※ ఫᡤ㸸※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ Ặྡ㸸※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

㸯㸬ᴗෆᐜ➼ 

※ ※ ※ ※ ձ࡞ᴗ㸸※ ※ ᅵᮌᴗ࣭⯒ᴗ࣭㟁Ẽᕤ➼※ ※  

※ ※ ※ ※ ղᚑᴗဨᩘ㸸※ ※ ⣙ 40ྡ※  

※ ※ ※ ※ ճ࡞ᨭᗑ➼㸸※ ※㸪␒123ۑۑᕷۑۑᨭᗑ㸸ۑۑ  ␒456ڧڧᕷۑۑᴗᡤ㸪ۑۑ

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※␒789ڹۑᕷ×ۑᨭᗑ㸸ۑۑ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ մႠᴗ༊ᇦ㸸※ ※ ※࿘㎶ࡢࡑࡧᕷ㸪ཬۑۑ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ յ㐣ཤ 1ᖺࡢ࡞ᴗᐇ⦼㸦ྲྀᘬ┦ᡭඛ㸪ᕤࡢ✀㢮ཬࡧ㔠㢠㸧 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ᗂ⛶ᅬۑۑᕷۑۑ ※ እ⁁࣭㥔㌴ሙ➼ᕤ※ ※ 5,000༓※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ᮏᗑົᡤ᪂⠏ᕤۑۑᕷओۑۑ ※ ※ ※ ※  36,000༓※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ն⌧ᅾࡢ㈨ᮦ⨨ሙ➼㸦ྵࡴᗜ㸪㥔㌴ሙ㸧ࡢሙᡤ㸪㠃✚㸪㈨ᮦࡢ✀㢮࣭ᩘ㔞㸪㓄⨨ᅗ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※␒132ۑۑᕷۑۑ 2,300੍※ ※ ᒣ◁➼ 50ੑ㸪㊊ሙᮦ➼ 2,000ᯛ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ᆺࢡࢵࣛࢺ 8ྎ※ ➼࢘࣍ࢡࢵࣂ 6ྎ 

※ ※ ※ ※ շ᪂ࡓィ⏬ࡿ࠸࡚ࡋᴗᣑࡢෆᐜ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ὀቑཷ࠺క➼ᆅ༊㛤Ⓨᕤ㸦㐨㊰࣭ୗỈ㐨➼㸧ۑۑᕷۑۑ ※  

※ ※ ※ ※ ո⏦ㄳᆅ㑅ᐃࡢ⌮⏤ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ᴗᣑࢆᅗۑۑࡿᆅ༊㏆᥋ࡋ㸪ᅵᆅࡢ㛫ཱྀࡀᗈࡃᆺ㌴୧ࡢฟ※ ※ ධࡾ

※ࡵࡓࡿ࠶ሙᡤ࡛࡞ᐜ᫆ࡶ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

㸰㸬⏦ㄳᆅࡢ⏝ィ⏬ 

※ ※ ※ ※ ձ⏦ㄳᆅࡃ⨨࡚ࡢ㈨ᮦ➼ࡢ✀㢮࣭ᩘ㔞࣭ධࢀඛ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ᒣ◁࣭◁࣭○▼➼※ 40ੑ※ ※ ※ (᭷)ۑۑᘓᮦ(ۑۑᕷۑۑ)※ ※  

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ㊊ሙᮦ➼※ ※ 500ᯛ㸦⮬ᕫᡤ᭷㸧※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ᆺࢡࢵࣛࢺ※ 3ྎ※ ୰ᆺ࢘࣍ࢡࢵࣂ 2ྎ㸦⮬ᕫᡤ᭷㸧※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ղᩚᆅ࣭ᅵ┒࣭ᅵ␃ࡢ➼ࡵ᪉ἲ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 㠃○▼ᩜࡁᚋ㌿ᅽࠋ࿘ᅖࢡࢵࣟࣈ 2ẁ✚ࡅࡘࡾࡍࠋࡳฎ⌮ᚋⰪᙇࡾ 

※ ※ ※ ※ ճ⟶⌮᪉ἲ 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ࿘ᅖ࡛ࢫ࢙ࣥࣇࢺࢵࢿࢆᅖ࠸㸪㛛ᡬ㘄※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

㸱㸬㐣ཤ 3ᖺ㛫ࡢ㈨ᮦ⨨ሙࢆ┠ⓗࡓࡋ㎰ᆅ㌿⏝チྍ῭ࡳᆅࡢ⏝ᐇ⦼ 

㸦ู⾲㸧※ ※ ※ 㸨㐣ཤ 3ᖺ㛫㈨ᮦ⨨ሙࢆ┠ⓗ㌿⏝チྍࡓࡅཷࢆ⏦ㄳ⪅ࡢሙྜ 

チྍᖺ᭶᪥ ᅵᆅࡢᡤᅾ ㌿⏝チྍ㠃✚ ⏝≧ἣ ⏝≧ἣࡀᙜึ⌮⏤ࡿ࡞␗ሙྜ㸪ࡢࡑ⌮⏤ 

H.ۑۑ ۑ.ۑ.ۑᕷۑۑᏐ××112እ㸱➹ 1,852੍ ⏝୰  

     

     

㸲㸬ᮏィ⏬ࡢࡑ࡚࠸ࡘཧ⪃ࡿ࡞㡯 

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※  

ͤ㓄⨨ᅗῧ 


